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※ 令和７年８月２５日職発0825第１号「令和８年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等

に関する法律第 30 条の４第１項第２号イに定める 「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等に

ついて」 に基づき2026年（令和8年）２月１０日付で労使協定を改定しました。

※ 2027年度の労使協定は、2027年1月頃の締結を予定しております。

労使協定の有効期間終期 2027年3月31日

　労働者派遣事業に係る情報公開（待遇決定方式）

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 第23条第5項に基づき、

派遣労働者の待遇決定方式に係る情報を以下の通り公開致します。

 労使協定の締結の有無
当社では、労働者派遣事業の許可を得ている全ての事業所（13事業所）を１つ

の締結単位として労使協定を締結しています。

 労使協定の対象となる

 派遣労働者の範囲

当社の労使協定は、以下の職種に就業される派遣労働者の皆さまに適用されます。

004.研究者,006.開発技術者,007.製造技術者,008.建築・土木・測量技術者,009.

情報処理・通信技術者（ソフトウェア開発）,011.その他の技術の職業,015.著述家、記

者、編集者,016.美術家、写真家、映像撮影者,018.音楽家、舞台芸術家,019.図書

館司書、学芸員、カウンセラー（医療・福祉施設を除く）,021.医師、歯科医師、獣医

師、薬剤師,022.保健師、助産師,024.医療技術者,025.栄養士、管理栄養士,028.

保健医療関係助手,029.保育士、幼稚園教員,029.保育士、幼稚園教員,030.学童保

育等指導員、保育補助者、家庭的保育者,033.総務・人事・企画事務の職業,038.会

計事務の職業,039.生産関連事務の職業,040.営業・販売関連事務の職業,041.外勤

事務の職業,042.運輸・郵便事務の職業,043.コンピュータ等事務用機器操作の職

業,044.小売店・卸売店店長,047.販売類似の職業,048.営業の職業,050.施設介護

の職業,052.家庭生活支援サービスの職業,053.理容師、美容師、美容関連サービスの

職業,055.飲食物調理の職業,056.接客・給仕の職業,057.居住施設・ビル等の管理の

職業,064.農業の職業（養畜・動物飼育・植木・造園を含む）,067.生産設備オペレー

ター（金属製品）,068.生産設備オペレーター（食料品等）,070.機械組立設備オペ

レーター,071.製品製造・加工処理工（金属製品）,072.製品製造・加工処理工（食

料品等）,074.機械組立工,075.機械整備・修理工,076.製品検査工（金属製品）,

077.製品検査工（食料品等）,079.機械検査工,080.生産関連の職業（塗装・製図

を含む）,082.配送・集荷の職業,083.貨物自動車運転の職業,088.その他の輸送の職

業,089.施設機械設備操作・建設機械運転の職業,094.電気・通信工事の職業,096.

清掃・洗浄作業員,097.包装作業員,098.選別・ピッキング作業員,

※いずれも「職業安定業務統計」 の 「中分類」 によります。

※上記各業務に関しては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律」第４条、及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律施行令」第２条で労働者派遣事業を禁止されている業務を除

く。


